
通所リハビリテーション 

介護予防通所リハビリテーション 

契約書別紙  兼  重要事項説明書 

◎わたしたち（事業者）の概要は次のとおりです。 

  事業所名   社会医療法人 新潟勤労者医療協会  

 下越病院 通所リハビリテーション 

  法人名  社会医療法人 新潟勤労者医療協会 

  所在地 新潟市秋葉区東金沢１６７４番地１   電話番号 ０２５０－２５－３２５０ 

  県指定 

  年月日 

  平成１１年 １２月 １５日 

 （番号 １５７０１０３８８５ ） 

利用定員  午前 ３０名 

 午後 １５名 

  管理者  末武 修史 通常の事業の 

実施地域 

 新潟市秋葉区 

 医師            １     人 以上 

従業員の概要 理学療法士又は作業療法士  ２    人 以上 

  送迎担当          １    人 以上 

送迎車両           １    台 以上 

【あなたに提供するサービス】 

わたしたち（事業者）が提供するサービスの概要は次のとおりです。 

１ 提供するサービスの内容 

  提供するサービスの内容は、通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションです。 

  「通所リハビリテーション」とは、病院、診療所又は介護老人保健施設において、ご利用者の心身の機能の維持や

回復を図るために理学療法、作業療法やそのほか必要なリハビリテーションを行うサービスをいいます。 

２ 営業日、サービス提供時間 

月曜日から金曜日まで営業します。 

※土曜・日曜・祝祭日・お盆8月15日・年末年始12月31日～1月3日・年末年始は、休業させていただきます。 

その他、事業所が定めた休日は、休業させていただく場合があります。 

   サービス提供時間（帯） 送迎時間 

① ９：３０～１２：３０（３時間） ８：３０～９：３０／１２：３０～１３：３０ 

② ９：３０～１１：００（１時間３０分） ８：３０～９：３０／１１：００～１２：００ 

③ １１：００～１２：３０（１時間３０分）   １０：００～１１：００／１２：３０～１３：３０ 

 ④ １４：３０～１６：００（１時間３０分） １３：３０～１４：３０／１６：００～１７：００ 

【業務取扱い方針】 

 １ ご利用者の心身の状況やご家庭の環境を踏まえ、居宅介護支援事業者・地域包括支援センターの作成する「居宅

サービス計画」と、わたしたちの作成する「通所リハビリテーション計画」「介護予防通所リハビリテーション計

画」に従い、心身機能の維持及び回復を図ることができるよう、通所リハビリテーションを提供します。 

２ 利用者負担金 

  このサービスを利用するにあたって、ご負担いただく料金は、介護保険の法定利用料に基づく金額です。 

 利用者負担金額は、１単位 ＝ １０．１７円として計算し、これらにかかる料金の１割または２割または３割をご負

担いただきます。 

介護保険の改定により、法定利用料が改定された場合は、この料金も自動的に改定させていただくこととなります

のでご了承ください。なお、改定料金については、別途書面でお知らせします。 



① 通所リハビリテーションの基本料金 

利用時間 

（１回あたり） 

利用者の 

要介護度 
通所リハビリテーション費 

 

３時間利用 

の場合 

要介護１ ４８６単位／日 

要介護２ ５６５単位／日 

要介護３ ６４３単位／日 

要介護４ ７４３単位／日 

要介護５ ８４２単位／日 

 

1.5時間利用 

の場合 

要介護１ ３６９単位／日 

要介護２ ３９８単位／日 

要介護３ ４２９単位／日 

要介護４ ４５８単位／日 

要介護５ ４９１単位／日 

 ② 通所リハビリテーションの加算料金 

加算の種類 加算の要件  

リハビリテーション 

 マネジメント加算 

一人一人の身体状況や日常生活状況、家屋環境等を確認したうえ

でリハビリテーション計画書を作成した場合に算定します。 

③リハビリテーションマネジメント加算(イ) 

  １）６月以内の期間 

  ２）６月を超えた期間 

※事業所医師が利用者またはその家族に対して説明し利用者の同

意を得た場合 

 

 

 

５６０単位／月 

２４０単位／月 

※上記に加えて 

２７０単位／月 

短期集中個別 

リハビリテーション 

実施加算 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、退院(所)日または認定

日から３月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行

った場合に算定します。 

１１０単位／日 

サービス提供体制 

強化加算Ⅰ 

次のいずれかに適合する場合に算定します。 

・介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が７０％以上

であること。 

・介護職員の総数のうち、勤続１０年以上の介護福祉士の占める

割合が２５％以上であること。 

 

２２単位／日 

 

リハビリテーション 

提供体制加算 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、事業所利用

者様の人数が２５又はその端数を増すごとに１名以上配置されて

いる場合に算定します。 

１２単位／日 

通所リハビリ退院時 

共同指導加算 

退院時の情報連携を促進。リハビリ事業所の理学療法士等が、医

療機関の退院前カンファレンスに参加し共同指導を行った場合に

算定します。 

 

６００単位／回 

 

理学療法士等体制 

強化加算 

１時間以上２時間未満利用について、専従の常勤理学療法士､作業

療法士又は言語聴覚士を２名以上配置している場合に算定します 
３０単位／日 

送迎減算 送迎を行わない場合、所定単位数から減算します。 ４７単位／片道につき 



③ 介護予防通所リハビリテーションの基本料金 

利用者の 

要介護度 
介護予防通所リハビリテーション費 

要支援１ ２,２６８単位／月 

要支援２ ４,２２８単位／月 

④ 介護予防通所リハビリテーションの加算料金 

加算の種類 加算の要件 加算額 

サービス提供体制強化 

      加算Ⅰ 

次のいずれかに適合する場合に算定します。 

・介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割

合が７０％以上であること。 

・介護職員の総数のうち、勤続１０年以上の介護

福祉士の占める割合が２５％以上であること。 

要支援１： ８８単位／月 

要支援２：１７６単位／月 

予防通所リハビリ 

退院時共同指導加算 

退院時の情報連携を促進。リハビリ事業所の理学

療法士等が、医療機関の退院前カンファレンスに

参加し共同指導を行った場合に算定します。 

 

６００単位／回 

   

長期期間利用の適正化 
利用開始日に属する月から起算して12月を超え

た期間に介護予防通所リハビリを行った場合 

要支援１：１２０単位／月 減算 

要支援２：２４０単位／月 減算 

○サービス計画以外のご利用を受けられる場合は、その部分について介護報酬に準じた金額をご負担いただく場合があ

ります。ご利用回数増等のご希望がある場合は、あらかじめ担当の介護支援専門員、あるいは当事業者のサービス提

供責任者にご相談ください。 

⑤ 介護職員等処遇改善加算 

 介護職員の処遇を改善するために職場環境の整備と賃金改善を行った場合に算定します。 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の８.３％を加算 

⑥ その他の費用 

 杖先のゴム、手工芸作品キット、自宅用トレーニング用品など、必要となる経費であって、利用者負担が適当と

認められるものについて、説明と同意の上、費用の実費をいただきます。※購入希望者のみ 

３ キャンセル料 

利用者の都合でサービス利用を中止する場合もキャンセル料はいただきません。利用ができない時は早めにご連絡く

ださい。 

４ 非常災害対策 

   事業者は、当事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、事象別 の非常災害に関する具体的計画と

して災害時対応マニュアルを策定しています。 

 消防法に基づき設備を備え防火管理者を設置し、避難訓練を年２回実施します。 

５ 苦情・相談窓口 

提供したサービスについての相談や苦情は、利用者から苦情があった場合は、迅速かつ誠実に対応します。 

○通所リハビリテーション苦情・相談窓口責任者    氏名  橋口 葉子   

  上記以外の苦情相談窓口でも受付けています。 

  ○新潟市介護保険課 ０２５－２２６－１２７３ ○新潟県国民健康保険団体連合会 ０２５－２８５－３０２２ 



６ サービスの利用にあたっての注意事項 

１ 介護保険証をサービス利用初日と更新・変更時、介護保険負担割合証を利用初日と新しいものが交付された際に

ご持参ください。 

２ 体調の変化などでサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めにご連絡ください。 

３ ご利用前に体調の変化等が気になる時やサービスの利用中に気分が悪くなったときは、職員に直ちにお申し出く

ださい。 

４ その他、ご利用時に指示されたものをご持参ください。 

５ 送迎の順序はお迎え時は施設から遠い方から、送り時は施設に近い方からの順番が基本となりますのでご了承く

ださい。 

６ 送迎車を利用して通院や買い物をしていただくことはできませんのでご了承ください。 

７ 道路状況や災害、他のご利用者様の状態などにより予定通りの送迎が行えない場合があります。予めご了承くだ

さい。 

８ 利用者の安全を守るため、大切なペットを守るため、また、職員が安全に送迎介助・業務を行うためにも、訪問

時はリードに繋いでいただくか、ケージへ入れていただくなどの配慮をお願いいたします。 

ペットによる怪我等にて職員が受診をした場合、治療費は全額負担していただきます。 

 

 

附 則 

平成25年1月4日  施行          平成29年3月1日  一部改正       令和3年11月1日  一部改正 

 平成26年4月1日  一部改正        平成30年4月1日  一部改正       令和6年6月1日   一部改正 

 平成27年4月1日  一部改正        令和 元年5月1日  一部改正       令和7年4月1日   一部改正 

 平成27年5月1日  一部改正        令和 元年10月1日  一部改正 

 平成27年8月1日  一部改正        令和 3年4月1日   一部改正 

  


